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． ． 広報おうめ
The website of Ome City Government is also available in: English, Mandarin, Cantonese, Korean, Spanish and German.
La página web del Ayuntamiento de Ome está disponible también en: inglés, mandarín, chino cantones, coreano, español y ａlemán.

【English】
【Español】

青
お う め し

梅市ホームページは英語・スペイン語・中国語・韓国語・ドイツ語でも閲
えつらん

覧できます。３０ ８ １５

個
人
市
民
税
に
関
す
る
こ
と

　
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
働
く
人

を
応
援
し
、「
働
き
方
改
革
」

を
後
押
し
す
る
観
点
か
ら
、

給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金

等
控
除
の
制
度
の
見
直
し
を

図
り
つ
つ
、
一
部
を
基
礎
控

除
に
振
り
替
え
る
等
の
対
応

が
平
成
33
年
度
か
ら
行
わ
れ

ま
す
。（
図
１
）

　
給
与
所
得
控
除
・
公
的
年

金
等
控
除
の
引
き
下
げ
と
と

も
に
、
基
礎
控
除
が
同
額
引

き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　
給
与
所
得
・
公
的
年
金
収

入
等
が
両
方
あ
る
場
合
は
、

控
除
の
引
き
下
げ
は
10
万
円

と
な
り
ま
す
。

●
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

▽�

給
与
所
得
控
除
額
の
上

限
が
適
用
さ
れ
る
給
与

収
入
は
１
千
万
円
か
ら

850
万
円
に
引
き
下
げ
ら

れ
ま
す
。

▽�

給
与
所
得
控
除
の
上
限
額

は
220
万
円
か
ら
195
万
円

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

※�
基
礎
控
除
へ
の
振
り
替
え

分
に
加
え
、
給
与
所
得
控

除
の
上
限
額
を
さ
ら
に

15
万
円
引
き
下
げ
ま
す
。

▽�

子
育
て
や
介
護
を
行
っ
て

い
る
者
（
22
歳
以
下
の
扶

養
親
族
や
特
別
障
害
者
控

除
の
対
象
と
な
る
扶
養
親

族
等
が
同
一
生
計
内
に
い

る
者
）
の
負
担
増
が
生
じ

な
い
よ
う
に
措
置
が
講

じ
ら
れ
ま
す
。

●�

公
的
年
金
等
控
除
の
見
直

し
▽�

公
的
年
金
等
収
入
が

１
千
万
円
超
の
場
合
、
公

的
年
金
等
控
除
額
に
上

限
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

※�

控
除
の
上
限
額
は
195
万
５�

千
円
（
基
礎
控
除
へ
の
振

り
替
え
分
を
含
む
）

▽�

公
的
年
金
等
収
入
以
外
の

所
得
金
額
が
１
千
万
円
超

の
場
合
、
公
的
年
金
等
控

除
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。

※�

他
の
所
得
が
１
千
万
円
超

…
△
10
万
円
、
２
千
万
円

超
…
△
20
万
円

●�

基
礎
控
除
の
見
直
し

　
基
礎
控
除
額
に
つ
い
て
、

合
計
所
得
金
額�

２
千
400�

万
円
超
で
逓
減
し
始
め
、

２
千
500
万
円
超
で
消
失
す
る

仕
組
み
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

（
表
１
）

●�

非
課
税
措
置
に
関
す
る
見

直
し

　
非
課
税
措
置
の
対
象
と
な

る
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡

婦
お
よ
び
寡
夫
の
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
現
行
の
125
万

円
以
下
か
ら
135
万
円
以
下
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。（
表

２
）

●�

年
金
所
得
者
に
係
る
配
偶

者
特
別
控
除
の
申
告
要

件
の
見
直
し

　
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ

た
者
が
源
泉
控
除
対
象
配
偶

者
に
係
る
配
偶
者
特
別
控
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の

申
告
書
の
提
出
は
不
要
と
な

り
ま
す
。

法
人
市
民
税
に
関
す
る
こ
と

●�

大
法
人
の
法
人
住
民
税
等

に
係
る
電
子
申
告
の
義

務
化

　
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資

金
の
額
が
１
億
円
超
の
内
国

法
人
等
に
対
し
、
32
年
４
月

１
日
開
始
事
業
年
度
分
か

ら
、
納
税
申
告
書
の
提
出
に

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

控除額

４３万円

２９万円

１５万円

適用なし

合計所得金額の区分

２，４００万円以下（給与収入２，５９５万円以下）

２，４００万円超～２，４５０万円以下
（給与収入２，５９５万円超～２，６４５万円以下）

２，４５０万円超～２，５００万円以下
（給与収入２，６４５万円超～２，６９５万円以下）

２，５００万円超（給与収入２，６９５万円超）

改正後

均等割　 所 得 金 額 ≦ ３ ５ 万 円 × 
世帯人員数＋２１万円＋１０万円

所得割　 所 得 金 額 ≦ ３ ５ 万 円 × 
世帯人員数＋３２万円＋１０万円

現行

均等割　所得金額≦３５万円
×世帯人員数＋２１万円

所得割　所得金額≦３５万円
×世帯人員数＋３２万円

新

特例率

２／３

３／４

２／３

３／４

２／３

１／２

２／３

１／２

２／３

１／２

発電設備の種類

１，０００kw 未満

１，０００kw 以上

２０kw 以上

２０kw 未満

５，０００kw 以上

５，０００kw 未満

１，０００kw 未満

１，０００kw 以上

１万 kw 以上２万 kw 未満

１万 kw 未満

太陽光

風力

水力

地熱

バイオマス

旧

特例率

２／３

２／３

１／２

１／２

１／２

発電設備の種類

太陽光

風力

水力

地熱

バイオマス

　資本金１億円以下の法人、従業員数１，０００人以下の個人事業主等
のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者（大企業の子会社を除く）

　生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する次の
設備
減価償却資産の種類（最低取得価格／販売開始時期）
▷機械装置（１６０万円以上／１０年以内）
▷測定工具および検査工具（３０万円以上／５年以内）
▷器具備品（３０万円以上／６年以内）
▷建物附属設備（６０万円以上／１４年以内）
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

　生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でな
いこと

対象者

対象設備

その他の要件

改正後税率

５，６９２円

６，１２２円

６，５５２円

改正前税率

５，２６２円

５，６９２円

６，１２２円

適用期間

３０年１０月１日～３２年９月３０日

３２年１０月１日～３３年９月３０日

３３年１０月１日以降

改正後税率

４，０００円

５，６９２円

６，１２２円

６，５５２円

改正前税率

３，３５５円

４，０００円

５，６９２円

６，１２２円

適用期間

３０年４月１日～３１年９月３０日

３１年１０月１日～３２年９月３０日

３２年１０月１日～３３年９月３０日

３３年１０月１日以降

（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
の
利
用
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

固
定
資
産
税
に
関
す
る
こ
と

●�

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
（
償
却
資
産
）
に

係
る
課
税
標
準
の
特
例
率

の
見
直
し

　
30
年
４
月
１
日
～
32
年
３

月
31
日
に
取
得
し
た
再
生
可

能
発
電
設
備
の
課
税
標
準
の

特
例
率
は
次
の
と
お
り
で

す
。（
表
３
）

●�

既
存
の
特
例
措
置
の
一
部

改
正

　
水
質
汚
濁
防
止
法
に
規
定

す
る
特
定
施
設
等
を
設
置
す

る
工
場
ま
た
は
事
業
場
の
汚

水
ま
た
は
廃
液
の
処
理
施
設

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
の
特
例
率
を

３
分
の
１
か
ら
２
分
の
１
に

改
め
る
と
と
も
に
、
適
用
の

期
間
を
延
長
し
、
32
年
３
月

31
日
ま
で
と
し
ま
す
。

●�

生
産
性
革
命
の
実
現
に
向

け
た
中
小
企
業
の
設
備
投

資
に
係
る
特
例
の
新
設

　「
生
産
性
向
上
特
別
措
置

法
」
の
規
定
に
よ
り
、
市
が

策
定
す
る
「
導
入
促
進
基
本

計
画
」
に
基
づ
き
、
中
小
企

業
が
作
成
す
る
「
先
端
設
備

等
導
入
計
画
」
に
整
合
が
図

ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
中
小

企
業
の
一
定
の
設
備
投
資
に

つ
い
て
、
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
額
に
係
る
特
例
率
を

０
と
し
ま
す
。
33
年
３
月
31

日
ま
で
に
取
得
さ
れ
る
一
定

の
機
械
・
装
置
等
に
つ
い
て
、

最
初
の
３
年
間
に
適
用
す
る

時
限
的
な
特
例
措
置
と
な
り

ま
す
。（
表
４
）

市
た
ば
こ
税
に
関
す
る
こ
と

●�

市
た
ば
こ
税
の
税
率
の
引

き
上
げ
（
表
５
・
６
）

●�

加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
方

式
の
見
直
し

　
製
造
た
ば
こ
の
区
分
と
し

て
加
熱
式
た
ば
こ
の
区
分
を

創
設
し
、
紙
巻
き
た
ば
こ
の

本
数
へ
の
換
算
方
法
に
つ
い

て
、「
重
量
」
の
み
で
換
算

し
て
い
た
も
の
を
、
30
年
10

月
１
日
か
ら
５
年
間
か
け
て

段
階
的
に
、「
重
量
」
と
「
価

格
」
で
換
算
す
る
方
式
に
移

行
し
ま
す
。

そ
の
他
の
税
に
関
す
る
こ
と

●�

森
林
環
境
税
（
仮
称
）
の

創
設
（
36
年
度
）

　
東
日
本
大
震
災
を
教
訓
と

し
て
実
施
す
る
防
災
施
策
対

応
分
（
26
年
度
～
35
年
度
）

以
降
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

▽�

個
人
市
民
税
・
法
人
市
民

税
・
そ
の
他
の
税
に
関
す

る
こ
と
…
市
民
税
課
市

民
税
係

表１　改正後の基礎控除額

表２　均等割および所得割の非課税限度額

表３　再生可能エネルギー発電設備（償却資産）に係る課税標準の特例率の見直し

表４　生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資に係る特例の新設

表５　紙巻きたばこの税率改正

表６　旧３級品の紙巻きたばこ（わかば、しんせい等）に係る経過措置の見直し

図１　給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振り替え

▽�

固
定
資
産
税
に
関
す
る
こ

と
…
資
産
税
課
家
屋
係

▽�

市
た
ば
こ
税
に
関
す
る
こ

と
…
市
民
税
課
庶
務
係

給　与

フリーランス、請負

起業等による収入

公的年金収入等
公的年金等控除

給与所得控除

必要経費

△１０万円

△１０万円

基礎控除
税　額

＋１０万円
（×税率）

※個人住民税の基礎控除額
３３万円→４３万円

平
成
30
年
度
税
制
改
正

※１千本につき

※１千本につき

　
市
で
は
、
生
産
性
向
上
特

別
措
置
法
第
37
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
作
成
し
た
導

入
促
進
基
本
計
画
に
つ
い

て
、
関
東
経
済
産
業
局
と
協

議
し
、
こ
の
た
び
同
意
を
得

ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
は
、
市
内
の
中

小
企
業
者
や
小
規
模
事
業
者

が
設
備
投
資
を
通
じ
て
労
働

生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め

に
策
定
し
た
も
の
で
、
事
業

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
基
づ
き 

導
入
促
進
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

者
が
「
先
端
設
備
等
導
入
計

画
」
を
作
成
し
、
市
か
ら
そ

の
計
画
の
認
定
を
受
け
た
場

合
に
、
税
制
支
援
や
金
融
支

援
な
ど
の
支
援
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
商
工
観
光
課

商
工
労
政
係


